
安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

令和７年３月２７日 

 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

 

安城市条例第３号 

 

安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２３年安城

市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円

２ ４４０，０００円

３ ４９２，０００円

４ ５５５，０００円

５ ６３４，０００円

６ ７４０，０００円

７ ８６４，０００円

第８条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」に改め、「及び前項の

規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を同条第３項とする。 

第９条第１項中「、第１６条」を「及び第１６条」に改め、「及び第２２条」を

削り、同条第２項の表第２条第１項の項を削り、同表第２０条の２第１項の項中「

任期付職員条例」を「安城市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（平成２３年安城市条例第８号）」に改め、同表第２１条第２項の項中「１００

分の１７０」を「１００分の９５」に改め、同表に次のように加える。 



第２２条第２

項第１号 

１００分の１０５ １００分の８７．５ 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


